
家畜保健衛生所たより

【概要】

・山口県防府市：あひるや鶏など23羽 小規模養鶏

・1月26日（金）、死亡羽数増加の通報を受けて立ち入り検査。

・27日（土）遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と確認。

・半径3㎞～10㎞以内に養鶏場が2戸存在。鶏肉の出荷が制限されている。

令和５年度 第２５号 令和６年１月３０日
山梨県東部家畜保健衛生所

異常をみつけた場合には直ちに山梨県東部家畜保健衛生所まで
電話・・・055-262-3166     FAX・・・055-262-3108

夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5535-8005・090-5544-7868

☑手洗いやアルコール消毒などをしているか
☑専用の服や靴、靴カバーなど使っているか

ペットでも、病気が発生すると全羽処分しなくてはなりません。

さらに、半径１０㎞圏内の養鶏場に移動や出荷の制限等の影響が出ます。

予防対策を徹底しましょう！

対策チェックポイント

☑防鳥ネットなどで隙間なく覆われて
いるか

☑壁に破損や穴がないか
☑鶏舎周辺をきれいにしているか

鶏舎について

鶏舎に入るとき

消石灰 鶏舎周辺に消石灰をまくのも消毒として有効！


